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○あま市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱 

平成２９年１月３１日 

告示第１６号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）及び介

護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号。以下「省令」という。）に定めるもの

のほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な事項

を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において使用する用語は、法、省令及び介護予防・日常生活支援総合事業

の適切かつ有効な実施を図るための指針（平成２７年厚生労働省告示第１９６号）におい

て使用する用語の例による。 

（指定の申請） 

第３条 法第１１５条の４５の５第１項の規定による申請は、省令第１４０条の６３の５第

４項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。 

（事業者の指定） 

第４条 市長は、前条の規定による申請があったときは、指定の適否を審査し、指定を行う

ときは介護予防・日常生活支援総合事業第１号事業指定事業者指定（更新）通知書（様式

第１号）により、指定を行わないときは介護予防・日常生活支援総合事業第１号事業指定

事業者指定（更新）却下通知書（様式第２号）により、当該申請をした者（次条において

「申請者」という。）に通知するものとする。 

（指定の拒否） 

第５条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、当該指定を

行わないものとする。 

(1) あま市介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る計画量を超過すると認めら

れるとき。 

(2) 申請者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員又は同条第２号に規定する暴力団若しくは暴力団員

と密接な関係を有すると認められる者であるとき。 

(3) 介護予防・日常生活支援総合事業の円滑かつ適切な実施に支障が生じるおそれがある

とき。 
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（指定に係る有効期間） 

第６条 省令第１４０条の６３の７の規定により市が定める期間は、６年とする。ただし、

都道府県又は市町村から指定を受けた訪問介護、通所介護又は地域密着型通所介護の事業

と法第１１５条の４５第１項第１号イ又はロに定める事業とが一体的に運営される場合

にあっては、当該事業の指定有効期間満了日までとすることができる。 

（変更の届出等） 

第７条 省令第１４０条の６２の３第２項第４号に規定する変更の届出は、その変更があっ

た日から１０日以内に、同条第３項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行わなけ

ればならない。 

２ 省令第１４０条の６２の３第２項第５号に規定する事業の再開の届出は、その再開した

日から１０日以内に、同条第３項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行わなけれ

ばならない。 

３ 省令第１４０条の６２の３第２項第６号に規定する事業の廃止又は休止の届出は、その

廃止又は休止の日の１月前までに、同条第３項に規定する厚生労働大臣が定める様式によ

り行わなければならない。 

（報告等） 

第８条 市長は、必要があると認めるときは、指定事業者若しくは指定事業者であった者若

しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者（以下この項において「指定事業者であ

った者等」という。）に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定事

業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定事業者であった者等に対し出

頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは指定事業者の当該指定に係

る事業所、事務所その他事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類そ

の他の物件を検査させることができる。 

２ 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証

明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

（指定更新の申請） 

第９条 法第１１５条の４５の６第１項の規定による指定の更新の申請は、省令第１４０条

の６３の５第４項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。 

（指定の更新） 

第１０条 市長は、前条の規定による申請があったときは、指定の更新の適否を審査し、適
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当であると認めるときは、介護予防・日常生活支援総合事業第１号事業指定事業者指定（更

新）通知書により、更新を行わないときは介護予防・日常生活支援総合事業第１号事業指

定事業者指定（更新）却下通知書により、当該申請をした者に通知するものとする。 

（指定の取消し等） 

第１１条 市長は、法第１１５条の４５の９の規定により、指定業者の指定を取り消したと

きは、指定取消通知書（様式第３号）により通知するものとする。 

２ 市長は、法第１１５条の４５の９の規定により、期間を定めてその指定業者の指定の全

部又は一部の効力を停止したときは、指定停止通知書（様式第４号）により通知するもの

とする。 

（指定事業者の情報の公表及び提供） 

第１２条 市長は、第４条の規定により指定し、第７条の規定による届出を受理し、第１０

条の規定により更新し、又は前条の規定により指定の取消し等をしたときは、当該指定事

業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を公表するとともに、愛知県、愛知県国民健康

保険団体連合会その他市長が必要と認めるものに対して、当該指定事業者に関する情報を

提供するものとする。 

(1) 介護保険事業所番号 

(2) 事業所の名称及び所在地 

(3) 指定事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及

び職名 

(4) 指定年月日又は指定更新年月日 

(5) 事業の開始（予定）年月日、廃止年月日、休止年月日又は再開年月日 

(6) 運営規程 

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

（その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成２９年２月１日から施行する。 

附 則（平成３０年告示第２２号） 

この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（令和３年告示第５３号） 

（施行期日） 
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１ この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際現に改正前の各告示の規定に基づいて作成されている申請書その

他の用紙は、改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。 

附 則（令和６年告示第５９号） 

この告示は、令和６年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第４条、第１０条関係） 

様式第２号（第４条、第１０条関係） 

様式第３号（第１１条関係） 

様式第４号（第１１条関係） 

 


